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知
事
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知
事
に
お
い
て
専
決
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
指
定
に
つ
い
て
□
昭
和
三
十
九
年
三
月
二
十
八
日
議
決
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

第
六
号
中
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
□
を
□
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
九
第
八
項
□
に
改
め
る
□ 

□
注
□
本
議
決
は
□
令
和
八
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
□ 

 提
案
理
由 

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
□
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
□ 

  


